
【コーポレート・ガバナンス体制の概要（模式図）】

【適時開⽰体制の概要（模式図）】
当社の適時開⽰体制は、以下の図のとおりであります。

以上

決定事実・決算情報 発⽣事実

意思決定（取締役会等）

[経営会議体]

[管理本部（情報管理責任部署）]

重要事実に該当するか否かの検討

関係部署との開⽰内容等の協議・社⻑承認

外部公表


